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2022年 10月 20日 

最高裁判所第三小法廷 御中 

（事件番号：令和 4年（オ）第 900号、令和 4年（受）第 1134号） 

諫早湾開門請求異議訴訟控訴差し戻し審判決の破棄を求める要請 

有明海漁民・市民ネットワーク 

 諌早湾干拓潮受け堤防排水門の常時開放（以下、開門）を命じた 2010年福岡高裁

確定判決（以下、確定判決）についての請求異議訴訟控訴差し戻し審で、2022年 3

月 25日、福岡高裁は、国（農水省）側の請求を認め開門の強制執行を認めないとい

う判決（以下、原判決）を下しました。この判決の上告審が、現在、最高裁貴法廷で審

理されています。私たちは、以下に述べる理由により、原判決の破棄を求めます。 

1. 請求異議訴訟における事実上の「再審」は認められない 

 請求異議訴訟は、判決後（正確には口頭弁論終結後）に生じた事情の変動を理由

に、確定判決の執行力の排除を求める裁判です。判決前の事実関係を審理し直すこ

とは再審であり、請求異議訴訟ではありません。ところが原判決では、開門を 5年間

に限った確定判決を「仮定的・暫定的な利益衡量を前提にした特殊な判決」であると

して、判決後だけでなく判決前の事実関係も「現時点で改めて検討・判断するのが相

当」と、確定した判決の基礎となった事実にまで踏み込んで訴訟を蒸し返す事実上の

「再審」を行いました。 

 しかし、原判決が命じた 5年間に限った開門とは、漁業行使権に基づく妨害排除請

求権として「開門による漁場・漁業環境の改善に有意な変化が現に生ずるため必要

かつ不可欠な最低限の期間」を認めたものであり、「暫定的・仮定的性格」は全くあり

ません。既判力を有する確定判決について、こうした誤った前提で、ルール違反であ

る事実上の「再審」に踏み込んだ原判決は、当然破棄されなければなりません。 

2．「漁獲量は増加傾向」など、事実を誤認した不当な判決である 

 しかも、原判決は事実誤認による判断が各所に見られます。中でも、確定判決が判

断の対象としなかった魚類以外の漁獲量が「増加傾向」にあることをもって「侵害の程

度は軽減し、今後もこのような傾向が見込まれる」と判示していることは問題です。具

体的には確定判決後のシバエビの漁獲増加を指していますが、これは全体の中での

特異な現象であり、2018年にはシバエビの漁獲さえも減少しています。潮受け堤防

閉め切り以前からの長期的な視野で見れば、漁獲量の減少は続いています。原判決
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においても「潮受け堤防閉め切り」と「漁獲量の有意な減少」との因果関係を肯定して

います。にもかかわらず、シバエビの一時的な漁獲増をもって確定判決の執行力の

排除を認めており、著しく論理性を欠いた不当な判決です。 

3．国の勝訴は三権分立の法秩序を乱す新たな判例となる 

 確定判決に基づいて漁業者側が開門を求めることを「権利乱用」と認定した原判決

は、権利乱用の要件を「著しく信義誠実の原則に反し、正当な権利行使の名に値しな

いほど不当なものと認められる場合であることを要する」とした昭和 62年の最高裁判

例から大きく逸脱しています。すなわち、原判決は確定判決を国が守らないことを司

法が認めたものであり、当然破棄されなければなりません。 

 もし国の主張が認められるのであれば、これが新たな判例となり、三権分立の法の

秩序は一気に乱れ、司法が成り立たなくなります。「意に沿わぬ判決には従わず、既

成事実を重ねれば、いずれほごにできる。国がとった手法は、社会に深刻なモラルハ

ザードを招きかねない」（朝日新聞社説 2022年 3月 30日）などメディアや学者から

様々に指摘されているとおりです。 

 開門をめぐる司法判断の統一という視点にのみ執着し、理不尽な国の主張をその

まま認めることは、社会全体に取り返しが付かない深刻な影響をもたらすことになり

ます。 

4．前提条件をつけない和解協議以外に解決の道はない 

 その意味で、開門をめぐる問題は、差し戻し審の過程で示された「和解協議に関す

る考え方」に沿った解決しかありません。この「考え方」では、「柔軟かつ創造性の高

い解決策を模索する」、「必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮し」、「当事者

双方が腹蔵なく協議・調整・譲歩することが必要である」といったことが述べられ、開

門しないことを前提とする漁業振興基金創設による和解案に固執する国（農水省）に

対して「国民の利害調整を総合的・発展的観点から行う広い権能と職責を有する控訴

人（国側）の、これまで以上の尽力が不可欠」と指摘しています。解決のためには前

提条件をつけずに和解協議を行うことが重要であり、最高裁はその道筋を整える役

割を果たすべきです。 

 以上、私たちは、最高裁が、三権分立の社会や法秩序に与える影響を慎重に検討

し、公正な判断により、原判決を破棄することを求めます。国は有明海再生のための

様々な事業を行っていますが、有明海の漁業被害は深刻化するばかりです。残され

た道は開門しかありません。開門確定判決は被害漁民のみならず開門を願う全国の
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市民にとって唯一の希望です。司法の賢明な判断と指導によって、和解による解決

の道が開かれることを切望します。 

 


